
「省エネ性能等を証明する書類 発行受付書」発行依頼書についてのご案内

①

記入時の注意事項

① “発行依頼書”と“発行受付書”の

2枚セットでの申請が必要です。

② 依頼者名は“住宅事業者（こども

みらい住宅事業者）”としてくださ

い。

③ 発行依頼した証明書・該当する基

準にチェックが必要です。

④ 紙での送付を希望される場合に

は、該当箇所へのチェックが必要

です。（追加料金がかかります）

②

④

③

”省エネ性能等を証明する書類発行受

付書“は発行依頼がされた証明書の受

付後に発行します。

（申請書類の不足等で受付保留の場合、

発行受付書は発行はできませんので

ご注意ください。）


